
特 記 仕 様 書

Ⅰ． 業 務 概 要

1 委 託 業 務 名 Ｒ２企総管 総合管理推進センター 消防用設備保守業務

2 委託業務箇所 徳島市新蔵町１丁目 総合管理推進センター

3 業 務 仕 様 本仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全

業務共通仕様書(平成30年版)」(以下「共仕」という。)による。なお，国土交通省大臣官

房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書及び同解説(平成30年版)」を参考とする。

4 対 象 業 務 本仕様書の対象業務は，消防法第１７条の３の３及び同法施行規則第３１条の６に基づ

く，総合管理推進センターの次の消防設備等の機器点検及び総合点検と，特に指示するもの

とする。なお，その内容については｢Ⅲ.特記仕様｣による。

（１）消火器設備

（２）粉末消火設備

（３）屋内消火栓設備

（４）非常電源設備

（５）自動火災報知設備

（６）誘導灯設備

（７）防排煙制御設備

（８）排煙設備（排煙窓）

Ⅱ． 共 通 仕 様

1 一般共通事項 （１）適用範囲

すべての契約図書は，相互に補完するものとする。ただし，契約図書間に相違がある

場合の優先順位は，次の順番とする。

ア 委託契約書

イ 特記仕様書(図面，機器リスト等を含む)

ウ 共仕

（２）受注者の負担の範囲

次に示す物品等は，受注者の負担とする。

ア 点検に必要な工具，計測機器等の機材(設備機器に付属して設置されているものを除

く)

イ 保守に必要となる軽微な消耗部品，材料，油脂等（別に定める材料は除く)

2 建物内施設等の 業務の実施に必要な電力，水道については，無償で使用できるものとする。

利用

3 提 出 書 類 （１）受注者は，「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木工事編】（以下「ガイドライ

ン」という。）」を準用し，各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下

「電子納品」という。）しなければならない。なお，ガイドライン中の「工事」は

「業務」に，「現場説明書」は「特記仕様書」に，「しゅん工」は「完了」にそれぞ

れ読み替えるものとする。

（２）ガイドラインで特に記載が無い項目については，施設管理担当者（監督員）（以



下「施設管理担当者」という。）と協議のうえ，提出するものとする。

（３）受注者は，都合により電子納品できないときは，施設管理担当者と協議のうえ，す

べての書類又は図面のみを紙納品することができる。

（４）受注者は上に定める電子成果品（正・副２部）のほか，次に掲げる図書を紙媒体によ

り指定期日までに提出しなければならない。ただし，施設管理担当者が特に認めた場合

はこの限りでない。

ア 業務計画書 契約後７日以内 ２部

（ア） 業務概要 （イ） 実施方針

（ウ） 作業方法 （エ） 工程表

（オ） 業務組織計画 （カ） 主要機械器具

（キ） 使用する主な図書及び基準 （ク） 打合せ計画

（ケ） その他

イ 定期点検報告書（消防用設備等点検結果報告書（消防署提出様式））

定期点検実施後速やかに ６部

ウ 業務写真 業務完了検査請求日までに ４部

エ その他発注者の指示する図書 指示部数

4 業務現場管理 （１）次の各項に留意し，業務を履行すること。

ア 業務対象設備以外の箇所であっても，既成部分の損傷箇所を発見した場合は，速や

かに施設管理担当者に報告する。

イ 本業務の実施に際し，原則として火気等の危険物は使用しない。火気等を使用する

場合は，予め施設管理担当者の承諾を得るものとし，その取扱いに際しては十分注意

する。

（２）業務責任者の選任

業務の実施に先立ち，業務責任者を選任し，次の事項について書面をもって施設管

理担当者に提出する。なお，責任者を変更した場合も同様とする。

ア 氏名・年齢・資格者証(写)・当該業務の実務経験年数

※「受注者との雇用関係を証明する書類（健康保険証等）」は施設管理担当者に提

示すること。

（３）業務従事者の選任

ア 業務の実施に先立ち，業務従事者に関する次の事項について，書面をもって施設管

理担当者に提出する。なお，業務従事者に変更があった場合についても同様とする。

（ア）氏名・年齢・当該業務の実務経験年数

（イ）所属(下請負者の場合は会社名)

イ 業務従事者については，業務を遂行する上で必要となる知識及び技術について，特

に訓練された者（法令により資格の定めがある業務については，当該資格を有してい

る者）を選任する。また，業務の一部において下請負者を使用する場合は，当該業務

の実施に十分な能力を有する者を選任する。

（４）代替要員を用いる場合は，前（３）号による。

（５）業務従事者の服装は，業務及び作業に適した服装で統一されたものとし，名札又は

腕章等を着けて業務を行う。

5 業 務 条 件 本業務の実施日時は，施設管理担当者が特に指定する日を除き，原則として受注者の通

常勤務日における勤務時間内に実施するものとする。ただし，業務対象設備に不時の障害

が発生した場合は，施設管理担当者の指示により速やかに業務従事者を派遣して原因調

査，応急措置等にあたること。



6 業務に伴う廃棄 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理とその必要経費は，受注者において負担する。

物の処理等 処分については，関係法令等を遵守し，適正に処分すること。

7 作業用仮設物 （１）業務の実施に必要な足場，仮囲い等は，受注者の負担とし，労働安全衛生法，建築

・持込資機材等 基準法，建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令に従い，適切な材料及び構造

のものとする。

（２）点検作業のために持ち込んだ資機材については，原則として毎回持ち帰るものとす

る。

ただし，業務が複数日に渡る場合であって，施設管理担当者の承諾を得た場合には

残置することができる。なお，残置資機材の管理は，受注者の責任において行う。

（３）業務で使用する機械油，薬品，その他危険物の取扱いについては，それぞれの関係

法令により適正に取扱う。

Ⅲ． 特 記 仕 様

1 業 務 内 容 （１）別紙１に定める「保守点検表」について，機器点検及び総合点検を行うものとす

る。消火器設備については別紙２－１の｢消火器一覧表｣を参照のこと。また，消火器

設備，自動火災報知設備等の設置箇所については別紙２－２を参照のこと。なお，業

務遂行において疑義を生じた場合は，その都度協議するものとする。

2 点 検 周 期 点検周期は，次のとおりとする。

（１）消防用設備機器点検：２回（１回／６月）

（２）消防用設備総合点検：１回（１回／年）

3 点検及び保守に 点検及び保守の実施に当たっては，次の各項に留意する。

伴う注意事項 （１）あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し，点検の参考とする。

（２）測定を行う点検は，定められた測定機器又は，当該事項専用の測定機器を使用す

る。

（３）異常を発見した場合は，同様な異常の発生が予想される箇所の点検も行う。

（４）点検及び保守の実施の結果，対象部分を現状より悪化させてはならない。

（５）点検及び保守の実施に際し，仕上材，構造材等一部撤去又は損傷を伴う場合には，

予め施設管理担当者の承諾を受ける。

（６）汚損等により機器の機能に支障が生じる恐れのある場合は，点検に加え必要に応じ

て清掃，取り替え，簡易補修を行う。

4 応 急 措 置 等 （１）点検の結果，対象部分に劣化がある場合，また，継続使用することにより著しい損

傷又は関連する部材，機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は，簡易な方法に

より応急措置(危険防止措置)を講じるとともに，速やかに施設管理担当者に報告す

る。

（２）応急措置等にかかる費用の負担については，施設管理担当者との協議による。



－ 別 紙 １ －
保 守 点 検 表

１ ． 消 火 器 設 備

名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 点 検 内 容 備 考

蓄 圧 式 10 型 3.0kg 29
粉 末 消 火 器 本 消 防 指 定 の 様 式

蓄 圧 式 50 型 20 ㎏ 2

２ ． 粉 末 消 火 設 備

名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 点 検 内 容 備 考

粉 末 消 火 設 備 移 動 式 33 ㎏ ･ ホ ー ス 長 20m 5 本 消 防 指 定 の 様 式 駐 車 場 用

３ ． 屋 内 消 火 栓 設 備

名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 点 検 内 容 備 考

送 水 ポ ン プ 3.7 kW 1 台 消 防 指 定 の 様 式

ポ ン プ 制 御 盤 1 台 消 防 指 定 の 様 式

消 火 栓 始 動 器 1 台 消 防 指 定 の 様 式

呼 水 装 置 1 台 消 防 指 定 の 様 式

屋 内 消 火 栓 １ 号 6 個 消 防 指 定 の 様 式 消 防 ホ ー ス ・ ノ ズ ル 含 む

４ ． 非 常 電 源 設 備

名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 点 検 内 容 備 考

自 家 発 電 設 備 250 kVA 1 式 消 防 指 定 の 様 式 始 動 用 装 置 含 む

蓄 電 池 設 備 24V-200Ah 1 式 消 防 指 定 の 様 式 ｶ ﾞ ｽ ﾀ ｰ ﾋ ﾞ ﾝ 始 動 用
24V-30Ah ｶ ﾞ ｽ ﾀ ｰ ﾋ ﾞ ﾝ 制 御 用

※ 電 池 の 充 水 も 行 う こ と 。
５ ． 自 動 火 災 報 知 設 備

名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 点 検 内 容 備 考

受 信 機 R 型 1 面 消 防 指 定 の 様 式 電源装置及び副表示機(1面)含む

定 温 式 感 知 器 ス ポ ッ ト 型 3 個 消 防 指 定 の 様 式 B1F:3 個 (防 爆 型 2 個 ， 露 出 型 1 個 )

自動試験機能付熱感知器 ス ポ ッ ト 型 7 個 消 防 指 定 の 様 式 １Ｆ：３個，２Ｆ：１個，３Ｆ：１個,
４Ｆ：１個，５Ｆ：１個

自動試験機能付煙感知器 ス ポ ッ ト 型 Ｂ１Ｆ：２３個, １Ｆ：１６個,
２種 ：９４個 116 個 消 防 指 定 の 様 式 ２Ｆ：１８個(ﾀﾞｸﾄｽﾍﾟｰｽ：２個，階段１個)
２種，３種：１０個 ３Ｆ：１６個 (階段 1 個)， ４Ｆ：１５個 ，
３種 ：１２個 ５Ｆ：２５個 (階段１個)， ＲＦ：３個

発 信 器 P 型 1 級 6 個 消 防 指 定 の 様 式 表示灯含む B1F~5F 各階 1個

電 鈴 7 個 消 防 指 定 の 様 式 B1F~RF 各階 1個

６ ． 誘 導 灯 設 備

名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 点 検 内 容 備 考

避 難 口 誘 導 灯 24 灯 消 防 指 定 の 様 式

屋 内 通 路 誘 導 灯 7 灯 消 防 指 定 の 様 式

廊 下 通 路 誘 導 灯 1 灯 消 防 指 定 の 様 式

階 段 通 路 誘 導 灯 22 灯 消 防 指 定 の 様 式

７ ． 防 排 煙 制 御 設 備

名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 点 検 内 容 備 考

防 火 扉 甲 種 ・ 煙 感 連 動 自 動 閉 鎖 装 置 10 枚 開 閉 確 認

８ ． 排 煙 設 備 （ 排 煙 窓 ）

名 称 形 状 寸 法 数 量 単 位 点 検 内 容 備 考

排 煙 窓 手 動 開 放 装 置 26 個 開 閉 確 認



－ 別 紙 ２－１－

消火器一覧表

番号 設置場所 製造社 製造番号 製造年 品 番 型式番号

１ 157562 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

２ 157572 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

３ 157578 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

４ ﾔﾏﾄ 157518 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号
ﾌﾟﾛﾃｯｸ

５ 地階機械室 157533 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

６ 157534 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

７ 157585 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

８ 157587 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

９ 157591 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

１０ 地階消火栓 157520 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

１１

地階機械室
003886 2017 YA-50X Ⅲ 消第 25~1 号

１２ ﾓﾘﾀ宮田工業 002770S 2019 EF50 消第 27~12 号

１３ １階エレベータ前 157589 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

１４ １階事務室 157576 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号
ﾔﾏﾄ

１５ １階消火栓 ﾌﾟﾛﾃｯｸ 157569 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

１６

２階事務室
156748 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

１７ 156750 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

１８ ２階消火栓 0282258K 2019 MEA10B 消第 29~7 号

１９ ３階通路東 0282314K 2019 MEA10B 消第 29~7 号

２０ ３階消火栓 ﾓﾘﾀ宮田工業 0282334K 2019 MEA10B 消第 29~7 号

２１ ３階蓄電池室 0282286K 2019 MEA10B 消第 29~7 号

２２ 0368616K 2019 MEA10B 消第 29~7 号

２３ ３階総合制御室 0368604K 2019 MEA10B 消第 29~7 号

２４ ﾔﾏﾄ 157559 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号
ﾌﾟﾛﾃｯｸ

２５ ４階通路東 157530 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号

２６ ４階消火栓 0368585K 2019 MEA10B 消第 29~7 号
ﾓﾘﾀ宮田工業

２７ ４階事務室 0282281K 2019 MEA10B 消第 29~7 号

２８ ５階通路東 ﾔﾏﾄ 157541 2017 YA-10NX 消第 27~59~1 号
ﾌﾟﾛﾃｯｸ

２９ ５階通路西 0117920K 2019 MEA10B 消第 29~7 号

３０ ５階消火栓 ﾓﾘﾀ宮田工業 0282263K 2019 MEA10B 消第 29~7 号

３１ R 階エレベータ機械室 0212680K 2019 MEA10B 消第 29~7 号
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